
4　生活環境

「生活環境」については、大綱において、次
の方針を示している。

高齢者の居住の安定確保に向け、高齢者
向け住宅の供給を促進し、重層的かつ柔軟
な住宅セーフティネットの構築を目指すと
ともに、住み慣れた地域の中で住み替えの
見通しを得やすいような環境整備を進め
る。また、高齢者のニーズを踏まえ将来に
わたり活用される良質な住宅の供給を促進
し、併せて、戸建てや共同住宅の特性の違
いにも留意しつつ、それらが適切に評価、
循環利用される環境を整備することを通
じ、生涯にわたって豊かで安定した住生活
の確保を図るとともに、高齢者が保有する
住宅の資産価値を高め、高齢期の経済的自
立に資するとともに、その資産の次世代へ
の適切な継承を図る。

地域における多世代間の理解や助け合い
を行える地域コミュニティづくりを推進す
る。地域公共交通ネットワークを再構築す
るとともに、福祉・医療等の生活機能や
人々の居住をまちなかや公共交通沿線に立
地誘導し、徒歩や公共交通で移動しやすい
環境を実現するため、コンパクト・プラ
ス・ネットワークを推進する。また、快適
な都市環境の形成のために水と緑の創出等
を図るとともに、活力ある農山漁村の再生
のため、高齢化の状況や社会的・経済的特
性に配慮しつつ、生活環境の整備等を推進
する。

高齢者を含む全ての世代の人が安全・安
心に生活し、社会参加できるよう、住宅等
から交通機関、まちなかまでハード・ソフ

ト両面にわたり連続したバリアフリー環境
の整備を推進する。2020年東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会の開催も視野
に取組を進める。

関係機関の効果的な連携の下に、地域住
民の協力を得て、災害から高齢者を守ると
ともに、高齢者が交通事故や犯罪の当事者
となることを防止し、高齢者が安全に生活
できる環境の形成を図る。また、成年後見
制度が一層利用されるように環境整備を図
る。

（1）豊かで安定した住生活の確保
「住生活基本計画（全国計画）」（令和3年3

月閣議決定）に掲げた目標（〔1〕「新たな日常」
やDX（デジタルトランスフォーメーション）
の進展等に対応した新しい住まい方の実現、

〔2〕頻発・激甚化する災害新ステージにおけ
る安全な住宅・住宅地の形成と被災者の住まい
の確保、〔3〕子どもを産み育てやすい住まい
の実現、〔4〕多様な世代が支え合い、高齢者
等が健康で安心して暮らせるコミュニティの形
成とまちづくり、〔5〕住宅確保要配慮者が安
心して暮らせるセーフティネット機能の整備、

〔6〕脱炭素社会に向けた住宅循環システムの
構築と良質な住宅ストックの形成、〔7〕空き
家の状況に応じた適切な管理・除却・利活用の
一体的推進、〔8〕居住者の利便性や豊かさを
向上させる住生活産業の発展）を達成するた
め、必要な施策を着実に推進した。

ア　次世代へ継承可能な良質な住宅の供給促進
（ア）持家の計画的な取得・改善努力への援

助等の推進
良質な持家の取得・改善を促進するため、勤

労者財産形成住宅貯蓄の普及促進等を図るとと
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もに、住宅金融支援機構の証券化支援事業及び
独立行政法人勤労者退職金共済機構等の勤労者
財産形成持家融資を行っている。

また、住宅ローン減税等の税制上の措置を活
用し、引き続き良質な住宅の取得を促進した。

（イ）高齢者の持家ニーズへの対応
住宅金融支援機構において、親族居住用住宅

を証券化支援事業の対象とするとともに、親子
が債務を継承して返済する親子リレー返済（承
継償還制度）を実施している。

（ウ）将来にわたり活用される良質なストッ
クの形成

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」
（平成20年法律第87号）に基づき、住宅を長期
にわたり良好な状態で使用するため、その構造
や設備について、一定以上の耐久性、維持管理
容易性等の性能を備え、適切な維持保全が確保
される「認定長期優良住宅」の普及促進を図っ
た。

イ　循環型の住宅市場の実現
（ア）既存住宅流通・リフォーム市場の環境

整備
消費者ニーズに対応した既存住宅流通・リ

フォーム市場の環境整備を図るため、登録講習
機関が実施する既存住宅状況調査技術者講習に
よる技術者の育成を通じ、建物状況調査（イン
スペクション）の普及促進を図るとともに、既
存住宅売買等に活用可能な瑕疵保険の普及を
図っている。

また、既存住宅売買やリフォームに関する瑕
疵保険に加入した住宅に係る紛争を住宅紛争処
理の対象に追加すること等を内容として、「特
定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法

律」（平成19年法律第66号）が改正され、令和
3年5月に公布、令和4年10月に全面施行さ
れた。

さらに、住宅リフォーム事業の健全な発達及
び消費者が安心してリフォームを行うことがで
きる環境の整備を図るため、住宅リフォーム事
業者の業務の適正な運営の確保及び消費者への
情報提供等を行う等、一定の要件を満たす住宅
リフォーム事業者の団体を国が登録する「住宅
リフォーム事業者団体登録制度」を実施してい
る。

加えて、住宅ストック維持・向上促進事業に
より、良質な住宅ストックが適正に評価される
市場の形成を促進する先導的な取組に対し支援
した。そのほか、長期優良住宅化リフォーム推
進事業により、既存住宅の長寿命化に資するリ
フォームの取組を支援するとともに、住宅・建
築物省エネ改修推進事業及び住宅エコリフォー
ム推進事業により、既存住宅の省エネリフォー
ムを支援した。

消費者に対し既存住宅の基礎的な情報を提供
する「安心R住宅」制度を実施している。

（イ）高齢者に適した住宅への住み替え支援
高齢者等の所有する戸建て住宅等を、広い住

宅を必要とする子育て世帯等へ賃貸することを
円滑化する制度により、高齢者に適した住宅へ
の住み替えを促進した。

また、同制度を活用して住み替える先の住宅
を取得する費用について、住宅金融支援機構の
証券化支援事業における民間住宅ローンの買取
要件の緩和を行っている。

さらに、高齢者が住み替える先のサービス付
き高齢者向け住宅に係る入居一時金及び住み替
える先の住宅の建設・購入資金について、住宅融
資保険制度を活用し、民間金融機関のリバース
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モーゲージ型住宅ローンの普及を支援している。

ウ　高齢者の居住の安定確保
（ア）良質な高齢者向け住まいの供給
「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の

一部を改正する法律」（平成23年法律第32号）
により創設された「サービス付き高齢者向け住
宅」の供給促進のため、整備費に対する補助、
税制の特例措置、住宅金融支援機構の融資によ
る支援を行った。また、非接触でのサービス提
供等を可能とするIoT技術の導入支援を行っ
た。

さらに、高齢者世帯等の住宅確保要配慮者の
増加に対応するため、民間賃貸住宅を活用した
セーフティネット登録住宅を推進するととも
に、登録住宅の改修や入居者負担の軽減等への
支援を行った。加えて、高齢者世帯等の住宅確
保要配慮者が円滑に入居できる賃貸住宅の供給
を推進し、さらに、住宅施策と福祉施策が連携
した地域の居住支援体制を強化するため、「住
宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進
に関する法律等の一部を改正する法律案」を第
213回国会（令和6年）に提出した。

（イ）高齢者の自立や介護に配慮した住宅の
建設及び改造の促進

健康で快適な暮らしを送るために必要な既存
住宅の改修における配慮事項を平成31年3月
にまとめた「高齢期の健康で快適な暮らしのた
めの住まいの改修ガイドライン」を普及推進す
ることで、バリアフリー化等の改修を促進し
た。

住宅金融支援機構においては、高齢者自らが
行う住宅のバリアフリー改修について高齢者向
け返済特例制度を適用した融資を実施してい
る。また、証券化支援事業の枠組みを活用した

フラット35Sにより、バリアフリー性能等に優
れた住宅に係る金利引下げを行っている。さら
に、住宅融資保険制度を活用し、民間金融機関
が提供する住宅の建設、購入、改良等の資金に
係るリバースモーゲージ型住宅ローンの普及を
支援している。

バリアフリー構造等を有する「サービス付き
高齢者向け住宅」の供給促進のため、整備費に
対する補助、税制の特例措置、住宅金融支援機
構の融資による支援を行った。

（ウ）公共賃貸住宅
公共賃貸住宅においては、バリアフリー化を

推進するため、新たに供給する公営住宅、改良
住宅及び独立行政法人都市再生機構（以下「都
市再生機構」という。）賃貸住宅について、段
差の解消等一定の高齢化に対応した仕様を原則
としている。

この際、公営住宅、改良住宅の整備において
は、中高層住宅におけるエレベーター設置等の
高齢者向けの設計・設備によって増加する工事
費について助成を行った。都市再生機構賃貸住
宅においても、中高層住宅の供給においてはエ
レベーター設置を標準としている。

また、老朽化した公共賃貸住宅については、
計画的な建替え・改善を推進した。

（エ）住宅と福祉の施策の連携強化
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」（平

成13年法律第26号）に基づき、都道府県及び
市町村において高齢者の居住の安定確保のため
の計画を定めることを推進した。また、生活支
援サービスが提供される「サービス付き高齢者
向け住宅」の供給を促進し、福祉と連携した安
心できる住まいの提供を実施した。

また、市町村の総合的な高齢者住宅施策の
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下、シルバーハウジング・プロジェクト事業を
実施するとともに、公営住宅等においてライフ
サポートアドバイザー等のサービス提供の拠点
となる高齢者生活相談所の整備を促進した。

さらに、既存の公営住宅や改良住宅の大規模
な改修と併せて、高齢者福祉施設等の生活支援
施設の導入を図る取組に対しても支援を行って
いる。

（オ）高齢者向けの先導的な住まいづくり等
への支援

スマートウェルネス住宅等推進事業により、
高齢者等の居住の安定確保・健康維持増進に係
る先導的な住まいづくりの取組等に対して補助

を行った。

（カ）高齢者のニーズに対応した公共賃貸住
宅の供給

公営住宅については、高齢者世帯向け公営住
宅の供給を行った。また、地域の実情を踏まえ
た地方公共団体の判断により、高齢者世帯の入
居収入基準を一定額まで引き上げるとともに、
入居者選考において優先的に取り扱うことを可
能としている。

都市再生機構賃貸住宅においては、高齢者同
居世帯等に対する入居又は住宅変更における優
遇措置を行っている（表2－2－6）。

表2－2－6 　公営住宅等の高齢者向け住宅供給戸数

年度 高齢者対策向
公営住宅建設戸数

サービス付き
高齢者向け
住宅登録戸数

都市再生機構賃貸住宅の優遇措置戸数 住宅金融支援機構の
割増貸付け戸数賃貸 分譲 計

平成10年度 2,057 － 3,143� 571 3,714 34,832

15 627 － 7,574� 45 7,619 558
（3,524）

20 303 － 1,221� 0 1,221 0
（684）

25 430 146,544 471� 0 471 0
（368）

26 260 177,722 372� 0 372 0
（305）

27 328 199,056 486� 0 486 0
（303）

28 319 215,955 329� 0 329 0
（293）

29 287 229,947 255� 0 255 0
（223）

30 430 244,054 470� 0 470 0
（226）

令和元年度 368 254,747 299� 0 299 0
（256）

2 756 267,069 318� 0 318 0
（91）

3 412 274,911 87� 0 87 0
（60）

4 336 282,426 138 0 138 0
（54）

資料：国土交通省
（注1）サービス付き高齢者向け住宅登録戸数は、各年度末時点における総登録戸数である。
（注2）都市再生機構賃貸住宅の優遇措置戸数には、障害者及び障害者を含む世帯に対する優遇措置戸数を含む（空家募集分を含む）。
（注3）優遇措置の内容としては、当選率を一般の20倍としている。（平成20年8月までは10倍）
（注4）（　）内は高齢者向け優良賃貸住宅戸数であり内数である。
（注5）住宅金融支援機構の割増（平成10年に制度改正）貸付け戸数は、マイホーム新築における高齢者同居世帯に対する割増貸付け戸数である。

（この制度は平成17年度をもって廃止。）
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（キ）高齢者の民間賃貸住宅への入居の円滑化
高齢者等の民間賃貸住宅への円滑な入居を促

進するため、地方公共団体や関係事業者、居住
支援団体等が組織する居住支援協議会や居住支
援法人が行う相談・情報提供等に対する支援を
行った。

（2）高齢社会に適したまちづくりの総合的推進
ア　共生社会の実現に向けた取組の推進

誰もが暮らしやすい共生社会の実現に向け
て、「共生社会ホストタウン」に登録されてい
る地方公共団体を中心にユニバーサルデザイン
の街づくりや心のバリアフリーに関する取組が
進められているところであり、令和5年10月
に「共生社会バリアフリーシンポジウムin明
石」を開催し、各地の取組について共有・発信
を行った。

イ　多世代に配慮したまちづくり・地域づくり
の総合的推進

高齢者等全ての人が安全・安心に生活し、社
会参加できるよう、高齢者に配慮したまちづく
りを総合的に推進するため、「高齢者、障害者
等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（平
成18年法律第91号。以下「バリアフリー法」
という。）に基づく移動等円滑化促進方針及び
基本構想の作成を市町村に働きかけるととも
に、地域公共交通バリアフリー化調査事業及び
バリアフリー環境整備促進事業を実施した。
「誰一人取り残さない」社会の実現を目指す

持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向けた
取組は、地方創生の実現にも資するものであ
り、「デジタル田園都市国家構想総合戦略（2023
改訂版）」（令和5年12月26日閣議決定）にお
いて、「地方創生に取り組むに当たって、SDGs
の理念に沿った経済・社会・環境の三側面を統

合した取組を進めることで、政策の全体最適化
や地域の社会課題解決の加速化を図ることが重
要である。」としており、経済・社会・環境を
めぐる広範な課題に統合的に取り組み、SDGs
を原動力とした地方創生を推進する旨が盛り込
まれた。

令和5年1月から2月にかけて、地方公共団
体（都道府県及び市町村）によるSDGsの達成
に向けた取組を公募し、令和5年5月に、優れ
た取組を提案する都市を「SDGs未来都市」と
して28都市選定し、その中でも特に先導的な
取組を「自治体SDGsモデル事業」として10事
業選定した。また、地方公共団体が広域で連携
し、SDGsの理念に沿って地域のデジタル化や
脱炭素化等を行う地域活性化に向けた取組であ
る「広域連携SDGsモデル事業」を1事業選定
した。

また、多様なステークホルダー間のパート
ナーシップを深め、官民連携の取組を促進する
ことを目的として、令和5年8月と令和6年1
月に地方創生SDGs官民連携プラットフォーム
主催のマッチングイベントを開催した。

さらに、金融面においても地方公共団体と地
域金融機関等が連携して、地域課題の解決や
SDGsの達成に取り組む地域事業者を支援し、
地域における資金の還流と再投資を生み出す

「地方創生SDGs金融」を通じた自律的好循環の
形成を推進した。令和2年10月には、SDGs達
成への取組を積極的に進める事業者等を「見え
る化」するために「地方公共団体のための地方
創生SDGs登録・認証等制度ガイドライン」を
公表するとともに、令和3年11月には、SDGs
の達成に取り組む地域事業者等に対する優れた
支援を連携して行う地方公共団体と地域金融機
関等を表彰する「地方創生SDGs金融表彰」を
創設し、令和5年11月に表彰を実施した。
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加えて、SDGsを原動力とした地方創生の実
現に向けて、地方創生に関わる登壇者による取
組事例や知見の発信・意見の共有を通じ、持続
可能なまちづくりや地域活性化の促進を目的と
して、令和6年3月に「地方創生SDGs国際
フォーラム2024」を開催した。

地方創生の観点からは、女性、若者、高齢
者、障害者など、誰もが居場所と役割を持つコ
ミュニティをつくり、活気あふれる温もりのあ
る地域をつくるため、「交流・居場所」、「活
躍・しごと」、「住まい」、「健康」、「人の流れ」
といった観点で、デジタル技術等の活用によ
り、分野横断的かつ一体的な地域の取組を支援
する全世代・全員活躍型「生涯活躍のまち」を
推進している。

この点、地方公共団体から、デジタル技術等
を活用した「生涯活躍のまち」の具体的な方向
性の見定めや企画立案等が困難であるという声
が寄せられたことを踏まえ、令和5年度におい
て、地方公共団体への伴走支援や地方公共団体
同士の意見交換会、官民連携のためのマッチン
グイベント等の実施により、地方公共団体の取
組を支援するとともに、これらの支援等から得
られるノウハウや知見の収集を通じて、デジタ
ル技術等を活用した「生涯活躍のまち」づくり
のプロセスモデルを構築し、「生涯活躍のまち」
の推進に向けた情報発信を行っている。これら
の取組により、高齢者を含む全ての人に居場所
と役割がある地域づくりを推進している。

また、誰もが身近に自然とふれあえる快適な
環境の形成を図るため、歩いていける範囲の身
近な公園を始めとした都市公園等の計画的な整
備を行っている。

河川等は、高齢者にとって憩いと交流の場を
提供する役割を果たしている。

中山間地域等において、各種生活サービス機

能が一定のエリアに集約され、集落生活圏内外
をつなぐ交通ネットワークが確保された拠点で
ある「小さな拠点」の形成拡大と質的向上を目
指し、全国フォーラムやオンラインセミナーの
開催等により、地域の自立共助の運営組織や全
国の多様な関係者間の連携を図る等、総合的に
支援した。

ウ　公共交通機関等の移動空間のバリアフリー
化

（ア）バリアフリー法に基づく公共交通機関
のバリアフリー化の推進

「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」
というユニバーサルデザインの考え方を踏まえ
た、バリアフリー法に基づき、旅客施設・車両
等の新設等の際の「公共交通移動等円滑化基
準」への適合義務、既設の旅客施設・車両等に
対する適合努力義務を定めている。

また、バリアフリー法に基づく「移動等円滑
化の促進に関する基本方針」（令和2年国家公
安委員会、総務省、文部科学省、国土交通省告
示第1号）に係るバリアフリー整備目標につい
て、障害当事者団体や有識者の参画する検討会
において議論を重ねた上で、令和3年度からの
5年間を目標期間として策定し、ハード・ソフ
ト両面でのバリアフリー化をより一層推進する
観点から、各施設等について地方部を含めたバ
リアフリー化の一層の促進、聴覚障害及び知的
障害・精神障害・発達障害に係るバリアフリー
の進捗状況の見える化、「心のバリアフリー」
の推進等を図っている。

加えて、「交通政策基本法」（平成25年法律第
92号）に基づく「第2次交通政策基本計画」

（令和3年5月28日閣議決定）においても、バ
リアフリー化等の推進を目標の一つとして掲げ
ており、これらを踏まえながらバリアフリー化
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の更なる推進を図っている。

（イ）ガイドライン等に基づくバリアフリー
化の推進

公共交通機関の旅客施設・車両等について、
ガイドライン等でバリアフリー化整備の望まし
い在り方を示し、公共交通事業者等がこれを目
安として整備することにより、利用者にとって
より望ましい公共交通機関のバリアフリー化が
進むことが期待される。このため、ハード対策
としては「公共交通機関の旅客施設に関する移
動等円滑化整備ガイドライン（令和6年3月）」
及び「公共交通機関の車両等に関する移動等円
滑化整備ガイドライン（令和6年3月）」に基
づき、ソフト対策としては「公共交通機関の役
務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドライ
ン（令和6年3月）」に基づき、バリアフリー
化を進めている。

なお、旅客船については「旅客船バリアフ
リーガイドライン（令和3年11月）」、ユニバー
サルデザインタクシーについては「標準仕様ユ
ニバーサルデザインタクシー認定要領（令和2
年3月）」、ノンステップバスについては「標準
仕様ノンステップバス認定要領（平成27年7
月）」、航空旅客ターミナルについては「空港旅
客ターミナルビル等のバリアフリーに関するガ
イドライン（平成30年10月）」によって更なる
バリアフリー化の推進を図っている。

（ウ）公共交通機関のバリアフリー化に対す
る支援

高齢者の移動等円滑化を図るため、駅・空港
等の旅客施設におけるエレベーター設置等の高
齢者の利用に配慮した施設の整備、ノンステッ
プバス等の車両の導入等を推進している（表2
－2－7）。

このための推進方策として、鉄道駅等の旅客
施設のバリアフリー化、ノンステップバス、ユ
ニバーサルデザインタクシーを含む福祉タク
シーの導入等に対する支援措置を実施してい
る。

（エ）歩行空間の形成
移動は就労、余暇等のあらゆる生活活動を支

える要素であり、その障壁を取り除き、全ての
人が安全に安心して暮らせるよう、信号機、歩
道等の交通安全施設等の整備を推進した。

高齢歩行者等の安全な通行を確保するため、
①幅の広い歩道等の整備、②歩道の段差・傾
斜・勾配の改善、③無電柱化推進計画に基づく
道路の無電柱化、④歩行者用案内標識の設置、
⑤歩行者等を優先する道路構造の整備、⑥自転
車道等の設置による歩行者と自転車交通の分
離、⑦生活道路における速度の抑制及び通過交
通の抑制・排除並びに幹線道路における道路構
造の工夫や、交通流の円滑化を図るための信号
機、道路標識等の重点的整備、⑧バリアフリー
対応型信号機（Bluetoothを活用し、スマート
フォン等に対して歩行者用信号情報を送信する
とともに、スマートフォン等の操作により青信
号の延長を可能とする高度化PICSを含む。）の
整備、⑨歩車分離式信号の運用、⑩見やすく分
かりやすい道路標識・道路標示の整備、⑪信号
灯器のLED化等の対策を実施した。

（オ）道路交通環境の整備
高齢者等が安心して自動車を運転し外出でき

るよう、生活道路における交通規制の見直し、
付加車線の整備、道路照明の増設、道路標識・
道路標示の高輝度化、信号灯器のLED化、「道
の駅」における優先駐車スペース、高齢運転者
等専用駐車区間の整備等の対策を実施した。
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（カ）バリアフリーのためのソフト面の取組
国民一人一人がバリアフリーについての理解

を深めるとともに、高齢者、障害者等の困難を
自らの問題として認識し、自然に快くサポート
できるよう、高齢者、障害者等の介助体験・擬
似体験等を内容とする「バリアフリー教室」の
開催や、目の不自由な方への声かけや列車内で
の利用者のマナー向上を図る「声かけ・サポー
ト運動」といった啓発活動等、ソフト面での取
組を推進している。また、高齢者や障害者等に

対する交通事業者による統一された一定水準の
接遇を確保するため、「公共交通事業者に向け
た接遇ガイドライン（令和6年3月）」及び

「接遇研修モデルプログラム（令和6年3月）」
を活用した研修実施の推進を図っている。

高齢者や障害者等も含め、誰もがストレス無
く移動できるユニバーサル社会の構築に向けて、
令和5年6月に「人・ロボットの移動円滑化の
ための歩行空間DX研究会」と有識者を含めた
2つのワーキンググループを立ち上げ、現地実

表2－2－7 　高齢者等のための公共交通機関施設整備等の状況

（1）旅客施設におけるバリアフリー化の状況

総施設数
令和4年度末 トイレの�

総施設数

令和4年度末

段差の解消 視覚障害者
誘導用ブロック 案内設備 障害者用トイレ

鉄軌道駅 3,460 3,237（93.6％） 1,499（43.3％） 2,662（76.9％） 3,249 2,996（92.2％）
バスターミナル 44 41（93.2％） 38（86.4％） 34（77.3％） 35 25（71.4％）
旅客船ターミナル 15 14（93.3％） 10（66.7％） 8（53.3％） 13 11（84.6％）
航空旅客ターミナル 42 39（92.9％） 41（97.6％） 39（92.9％） 42 42（100.0％）

総番線数 令和4年度末
設置番線数

全鉄軌道駅におけるホームドア又は
可動式ホーム柵の設置 19,919 2,484

平均利用者数10万人/日以上の鉄軌
道駅におけるホームドア又は可動式
ホーム柵の設置

1,056 493

（注1）バリアフリー法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律）に基づく公共交通移動等円滑化基準への適合をもって算定。
（注2）「総施設数」は、「鉄軌道駅」及び「バスターミナル」は平均利用者数が3,000人/日以上及び基本構想における重点整備地区内の生活関連

施設に位置づけられた平均利用者数が2,000人/日以上3,000人/日未満の施設を計上。「旅客船ターミナル」及び「航空旅客ターミナル」
は平均利用者数が2,000人/日以上の施設を計上。

（注3）「トイレの総施設数」は、「鉄軌道駅」及び「バスターミナル」は平均利用者数が3,000人/日以上及び基本構想における重点整備地区内の
生活関連施設に位置づけられた平均利用者数が2,000人/日以上3,000人/日未満の施設のうち便所を設置している施設を計上。「旅客船ター
ミナル」及び「航空旅客ターミナル」は平均利用者数が2,000人/日以上の施設のうち便所を設置している施設を計上。

（2）車両等におけるバリアフリー化の状況

車両等の総数 令和4年度末移動等円滑化
基準に適合している車両等

鉄軌道車両 52,150 29,699（56.9％）
ノンステップバス�
（適用除外認定車両を除く） 44,282 30,117（68.0％）

リフト付きバス等
（適用除外認定車両） 10,192 664 （6.5％）

空港アクセスバス 172 69（40.1％）
貸切バス － 1,157
福祉タクシー － 45,311

UDタクシー 173,041 33,272（19.2％）
旅客船 659 370（56.1％）
航空機 602 602（100.0％）

（注4）「移動等円滑化基準に適合している車両等」は、各車両等に関する公共交通移動等円滑化基準への適合をもって算定。
（注5）「空港アクセスバス」は、1日当たりの平均的な利用者数が2,000人以上の航空旅客ターミナルのうち鉄軌道アクセスがない施設

（指定空港（27空港））へのバス路線運行系統の総数における、バリアフリー化した車両を含む運行系統数の割合。
（注6）「UDタクシー」は、各都道府県のタクシー総車両数における、UDタクシー車両数の割合。
資料：国土交通省「移動等円滑化取組報告書」又は「移動等円滑化実績等報告書」（令和5年）
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証の結果等を踏まえたデータ整備プラット
フォームのプロトタイプ構築やデータ整備仕様
の改定について検討を行った。また、施策の普
及・展開を目的として、令和6年1月に第1回

「歩行空間DX研究会シンポジウム」を開催した。

（キ）訪日外国人旅行者の受入環境整備
訪日外国人旅行者の移動円滑化を図るため、

旅客施設における段差の解消等の取組を支援し
た。

エ　建築物・公共施設等のバリアフリー化
バリアフリー法に基づく認定を受けた優良な

建築物（認定特定建築物）等のうち一定のもの
の整備及び不特定多数の者が利用し、又は主と
して高齢者・障害者等が利用する既存建築物の
バリアフリー改修工事に対して支援措置を講ず
ることにより、高齢者・障害者等が円滑に移動
等できる建築物の整備を促進している。

窓口業務を行う官署が入居する官庁施設につ
いて、バリアフリー法に基づく建築物移動等円
滑化誘導基準に規定された整備水準の確保等に
より、高齢者を始め全ての人が、安全に、安心
して、円滑かつ快適に利用できる施設を目指し
た整備を推進している。

社会資本整備総合交付金等の活用によって、
誰もが安心して利用できる都市公園の整備を推
進するとともに、バリアフリー法に基づく基準
等により、公園施設のバリアフリー化を推進し
ている。

また、訪日外国人旅行者が我が国を安心して
旅行できる環境を整備するため、訪日外国人旅
行者の来訪が特に多い、又はその見込みのある
ものとして観光庁が指定する市町村に係る観光
地において代表的な観光スポット等における段
差の解消を支援している。

オ　活力ある農山漁村の再生
農福連携の取組として、高齢者の生きがい及

びリハビリテーションを目的とした農林水産物
生産施設及び付帯施設の整備等を支援した。

さらに、都市にも開かれた美しくゆとりある
農山漁村空間の創出を図った。

また、高齢者等による農作業中の事故が多い
実態を踏まえ、全国の農業者が農作業安全研修
を受講するよう推進するとともに、農作業安全
の全国運動を実施した。

加えて、「漁港及び漁場の整備等に関する法
律」（昭和25年法律第137号。以下「漁港漁場整
備法」という。）に基づき策定された「漁港漁
場整備長期計画」（令和4年3月25日閣議決定）
を踏まえ、浮体式係船岸や岸壁、用地等への防
暑・防雪施設等の軽労化施設等の整備を実施し
た。

（3）交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護
ア　交通安全の確保

近年、交通事故における致死率の高い高齢者
の人口の増加が、交通事故死者数を減りにくくさ
せる要因の一つとなっており、今後、高齢化が
更に進むことを踏まえると、高齢者の交通安全
対策は重点的に取り組むべき課題であり、令和
3年3月に中央交通安全対策会議で決定した「第
11次交通安全基本計画」（計画期間：令和3～7
年度）等に基づき、各種施策に取り組んでいる。

高齢者が安全な交通行動を実践することがで
きるよう必要な実践的技術及び交通ルール等の
知識を習得させるため、高齢者を対象とした交
通安全教室の開催、交通安全教育を受ける機会
の少ない高齢者を対象とした家庭訪問による個
別指導等を利用した交通安全教育を推進したほ
か、シルバーリーダー※1等を対象とした参加・
体験・実践型の講習会を実施し、高齢者交通安
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全教育の継続的な推進役の養成に努めた。
また、最高速度30キロメートル毎時の区域

規制とハンプ等の物理的デバイスとの適切な組
合せにより交通安全の向上を図る区域を「ゾー
ン30プラス」として設定し、警察と道路管理
者が緊密に連携しながら、生活道路における人
優先の安全・安心な通行空間の整備の更なる推
進を図った。

さらに、歩行中及び自転車乗用中の交通事故
死者数に占める高齢者の割合が高いことを踏ま
え、歩行者及び自転車利用者の交通事故が多発
する交差点等における交通ルール遵守の呼び掛
けや、「第2次自転車活用推進計画」（令和3年
5月28日閣議決定）に基づき、歩行者、自転
車及び自動車が適切に分離された自転車通行空
間の計画的な整備を促進するなど、安全で快適
な自転車利用環境の創出を推進した。

加えて、踏切道の歩行者対策として、「移動
等円滑化要対策踏切」が追加された「踏切道安
全通行カルテ」や地方踏切道改良協議会を通じ
てプロセスの「見える化」を行い、道路管理者
と鉄道事業者が、地域の実情に応じた対策を検
討し、高齢者等の通行の安全対策を推進した。

このほか、令和4年度から施行された「道路
交通法の一部を改正する法律」（令和2年法律
第42号）に基づき、運転技能検査制度やサポー
トカー限定免許制度を効果的に運用し、高齢運
転者に係る交通事故防止対策を推進した。

また、安全運転相談については、これまでも
運転に不安を持つ運転者及びその家族等からの
相談に対応してきたところであるが、近年は特
に高齢運転者及びその家族等から積極的に相談
を受け付け、安全運転の継続に必要な助言・指
導や、自主返納制度及び自主返納者等に対する
各種支援施策の教示を行う等、運転適性に関す
る相談対応以外の役割も求められるようになっ

ており、全国統一の専用相談ダイヤル「#8080」
を始めとする、安全運転相談の認知度及び利便
性の向上を図った。

※1 シルバーリーダー
高齢者を対象とした地域における市民参加型の高齢者交
通安全活動を普及・促進する高齢者及び地域活動（行政、
ボランティア等）に影響力のある高齢者交通安全指導員

イ　犯罪、人権侵害、悪質商法等からの保護
（ア）犯罪からの保護
高齢者が犯罪や事故に遭わないよう、交番、

駐在所の警察官を中心に、巡回連絡等を通じて
高齢者宅を訪問し、高齢者が被害に遭いやすい
犯罪の手口の周知及び被害防止対策についての
啓発を行うとともに、必要に応じて関係機関や
親族への連絡を行ったほか、認知症等によって
行方不明になる高齢者を発見、保護するための
仕組み作りを関係機関等と協力して推進した。

高齢者を中心に大きな被害が生じている特殊
詐欺については、令和元年6月、犯罪対策閣僚
会議において策定した「オレオレ詐欺等対策プ
ラン」、さらに令和5年3月に策定された「SNS
で実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺
事案に関する緊急対策プラン」に基づき、全府
省庁において特殊詐欺等の撲滅に向け、NTT
によるナンバー・ディスプレイ及びナンバー・
リクエスト契約を無償化する取組の周知並びに
当該サービス利用に向けた積極的な支援、国際
電話番号を悪用した詐欺の増加に伴う国際電話
番号からの発着信を無償で休止できる「国際電
話不取扱受付センター」（連絡先0120-210-364）
の周知及び申込みの促進に向けた取組等被害防
止対策を推進するとともに、特殊詐欺に悪用さ
れる電話への対策等の犯行ツール対策及び効果
的な取締り等を推進した。
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また、悪質商法の中には高齢者を狙った事件
も発生したことから、悪質商法の取締りを推進
するとともに、犯罪に利用された預貯金口座の
金融機関への情報提供等の被害拡大防止対策、
悪質商法等からの被害防止に関する広報啓発活
動及び悪質商法等に関する相談窓口の周知を
行った。

さらに、特殊詐欺、利殖勧誘事犯及び特定商
取引等事犯の犯行グループは、被害者や被害者
になり得る者等が登載された名簿を利用してお
り、当該名簿登載者の多くは高齢者であって、
今後更なる被害に遭う可能性が高いと考えられ
るため、捜査の過程で警察が押収したこれらの
名簿をデータ化し、都道府県警察が委託した
コールセンターの職員がこれを基に電話による
注意喚起を行う等の被害防止対策を実施した。

加えて、今後、認知症高齢者や一人暮らし高
齢者が増加していく状況を踏まえ、市民を含め
た後見人等の確保や市民後見人の活動を安定的
に実施するための組織体制の構築・強化を図る
必要があることから、地域住民で成年後見に携
わろうとする者に対する養成研修や後見人の適
正な活動が行われるよう支援した。

（イ）人権侵害からの保護
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対す

る支援等に関する法律」（平成17年法律第124
号。以下「高齢者虐待防止法」という。）に基
づき、前年度の養介護施設従事者等による虐待
及び養護者による虐待の状況について、必要な
調査等を実施し、各都道府県・市町村における
虐待の実態・対応状況の把握に努めるととも
に、市町村等に高齢者虐待に関する通報や届出
があった場合には、関係機関と連携して速やか
に高齢者の安全確認や虐待防止、保護を行う
等、高齢者虐待への早期対応が推進されるよう

必要な支援を行った。
法務局において、高齢者の人権問題に関する

相談に応じるとともに、法務局に来庁すること
ができない高齢者等について、老人福祉施設等
に特設の人権相談所を開設したほか、電話、手
紙、インターネット等を通じて引き続き相談を
受け付けた。人権相談等を通じて、家庭や高齢
者施設等における虐待等、高齢者を被害者とす
る人権侵害の疑いのある事案を認知した場合に
は、人権侵犯事件として調査を行い、その結果
を踏まえ、事案に応じた適切な措置を講じる等
して、被害の救済及び人権尊重思想の普及高揚
に努めた。

（ウ）悪質商法からの保護
消費者庁では、認知症高齢者等の「配慮を要

する消費者」を見守るため、地方公共団体にお
いて消費生活センター等のほか、福祉関係者や
消費者団体等の多様な関係者が連携して消費者
被害の未然防止・拡大防止に取り組む消費者安
全確保地域協議会の設置を促進した。具体的に
は、地方消費者行政強化交付金等を通じた支援
等に加え、令和5年度地方消費者行政に関する
先進的モデル事業として、消費者安全確保地域
協議会の設置に向けた地方公共団体への支援を
行うとともに、見守り活動の優良事例の収集・
横展開や担い手養成のための講座の開催等を
行った。また、消費者庁新未来創造戦略本部の
モデルプロジェクトとして、消費者安全確保地
域協議会の全国設置の促進及び徳島県内の消費
者安全確保地域協議会の構成団体である民間企
業と協働した取組等を実施した。

消費者がトラブルに見舞われたとしても、相
談窓口の存在に気付かないことや、相談窓口が
あることは知っていたとしても、その連絡先が
分からないことがあるため、全国どこからでも
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身近な消費生活相談窓口につながる共通の電話
番号である「消費者ホットライン」の事業を平
成22年1月から実施（平成27年7月から「188」
番へ3桁化）している。また、イメージキャラ
クター「イヤヤン」も活用しながら、消費者庁
ウェブサイトへの掲載、PR動画の作成、SNS
へのPR動画の配信、啓発チラシ・ポスターの
掲示・配布等、様々な広報活動を通じて同ホッ
トラインの周知に取り組んでいる。「令和5年
版消費者白書」において、高齢者の消費生活相
談の状況等を取り上げ、広く国民や関係団体等
に情報提供を行った。

令和4年5月に成立した「消費者契約法及び
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民
事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正
する法律」（令和4年法律第59号）により、事
業者が消費者に消費者契約の締結について勧誘
をする際の情報提供の努力義務における考慮要
素として「年齢」及び「心身の状態」を追加す
る等の改正がされ、令和5年6月1日から施行
された。

一方、独立行政法人国民生活センターでは、
全国の消費生活センター等が行う高齢者の消費
者被害防止に向けた取組を支援すること等を目
的に、高齢者に多い消費者トラブルに関する注
意喚起として報道発表資料「不用なお皿の買い
取りのはずが、大切な貴金属も強引に買い取ら
れた！－訪問購入のトラブルが増えています－」

「屋根工事の点検商法のトラブルが増えていま
す－典型的な勧誘トークを知っておくことで防
げます！－」を令和5年9月及び10月にそれぞ
れ公表した。加えて、消費者側の視点から注意
点を簡潔にまとめたメールマガジン「見守り新
鮮情報」を月2回程度、行政機関のほか、高齢
者や高齢者を支援する民生委員や福祉関係者等
に向けて配信した。

（エ）司法ソーシャルワークの実施
日本司法支援センター（以下「法テラス」と

いう。）では、法的問題を抱えていることに気
付いていない、意思の疎通が困難であるなどの
理由で自ら法的支援を求めることが難しい高齢
者・障害者等に対して、地方公共団体、福祉機
関・団体や弁護士会、司法書士会等と連携を図
りつつ、当該高齢者・障害者等に積極的に働き
かける（アウトリーチ）などして、法的問題を
含めた諸問題を総合的に解決することを目指す

「司法ソーシャルワーク」を推進している。
そこで、弁護士会・司法書士会と協議をして

出張法律相談等のアウトリーチ活動を担う弁護
士・司法書士を確保するなど、「司法ソーシャ
ルワーク」の実施に必要な体制の整備を進める
とともに、地域包括支援センターや福祉事務所
等の福祉機関職員を対象に業務説明会や意見交
換会を実施するなどして、福祉機関との連携強
化を図った。

ウ　防災施策の推進
病院、老人ホーム等の要配慮者利用施設を保

全するため、土砂災害防止施設の整備を推進
し、激甚な水害・土砂災害を受けた場合の再度
災害防止対策を引き続き実施した。

病院等の医療施設における防災対策を推進す
るため、医療施設が水害に備えて実施する医療
用設備の高層階移設や止水板の設置等の浸水対
策に要する経費の補助を行った。また、震災に
備えて建物の耐震整備に要する経費の補助や、
非常用自家発電装置、給水設備の整備に要する
経費の補助を行った。また、水害や震災により
被災した医療施設の復旧事業に要する経費の補
助を行った。

さらに、災害時等においても、在宅療養患者
に対し、在宅医療の診療体制を維持し継続的な
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医療提供することが求められるため、在宅医療
提供機関におけるBCP策定支援研修を実施し
た。

水害や土砂災害に対して、高齢者等要配慮者
の円滑かつ迅速な避難を確保するため、「水防
法」（昭和24年法律第193号）及び「土砂災害
警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に
関する法律」（平成12年法律第57号。以下「土
砂災害防止法」という。）において、浸水想定
区域内及び土砂災害警戒区域内に位置し、市町
村地域防災計画に名称及び所在地を定められた
要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し避
難確保計画の作成及び計画に基づく訓練の実施
を義務付けており、避難確保計画が早期に作成
されるよう促進を図った。

また、令和3年5月に水防法及び土砂災害防
止法が改正され、市町村から要配慮者利用施設
の所有者又は管理者に対して助言・勧告を行う
ことができる制度が創設されたことを受け、市
町村が施設の所有者又は管理者に適切に助言・
勧告を行うことができるよう全国の市町村職員
等を対象とした研修を実施するとともに、施設
職員向けの動画やリーフレットを作成して制度
の周知を行った。

さらに、土砂災害特別警戒区域における要配
慮者利用施設の開発の許可制等を通じて高齢者
等の安全が確保されるよう、土砂災害防止法に
基づき基礎調査や区域指定の促進を図った。

住宅火災で亡くなる高齢者等の低減を図るた
め、春・秋の全国火災予防運動において、高齢
者等の要配慮者の把握や安全対策に重点を置い
た死者発生防止対策を図るとともに、住宅用火
災警報器や防炎品、住宅用消火器の普及促進等
総合的な住宅防火対策を推進した。また、「老
人の日・敬老の日に『火の用心』の贈り物」を
キャッチフレーズとする「住宅防火・防災キャ

ンペーン」を実施し、高齢者等に対して住宅用
火災警報器等の普及促進を図った。

災害情報を迅速かつ確実に伝達するため、全
国瞬時警報システム（Jアラート）との連携を
含め、防災行政無線による放送（音声）や緊急
速報メールによる文字情報等の種々の方法を組
み合わせて、災害情報伝達手段の多重化を推進
した。

山地災害からの生命の安全を確保するため、
要配慮者利用施設に隣接している山地災害危険
地区等について、治山施設の設置や森林整備等
を計画的に実施した。

令和5年度において、各市町村における避難
行動要支援者名簿や個別避難計画の作成状況等
について調査結果を公表した。

災害時に自ら避難することが困難な高齢者な
どの避難行動要支援者への避難支援等について
は、「災害対策基本法」（昭和36年法律第223
号）、「避難行動要支援者の避難行動支援に関す
る取組指針」（令和3年5月改定）を踏まえ、
市町村の取組が促進されるよう、適切に助言を
行った。

エ　東日本大震災への対応
東日本大震災に対応して、復興の加速化を図

るため、被災した高齢者施設等の復旧に係る施
設整備について、関係地方公共団体との調整を
行った。

また、地域医療介護総合確保基金等を活用
し、日常生活圏域で医療・介護等のサービスを
一体的・継続的に提供する「地域包括ケア」の
体制を整備するため、都道府県計画等に基づ
き、地域密着型サービス等、地域の実情に応じ
た介護サービス提供体制の整備を促進するため
の支援を行った。

あわせて、介護保険制度において、被災者を
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経済的に支援する観点から、東京電力福島第一
原子力発電所事故に伴う帰還困難区域等（帰還
困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区
域の3つの区域をいう。）、上位所得層を除く旧
避難指示区域等（平成25年度以前に指定が解
除された旧緊急時避難準備区域等（特定避難勧
奨地点を含む。）、平成26年度に指定が解除さ
れた旧避難指示解除準備区域等（田村市の一
部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨
地点）、平成27年度に指定が解除された旧避難
指示解除準備区域（楢葉町の一部）、平成28年
度に指定が解除された旧居住制限区域等（葛尾
村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯
舘村の一部、川俣町の一部及び浪江町の一部）、
平成29年度に指定が解除された旧居住制限区
域等（富岡町の一部）、令和元年度に指定が解
除された旧帰還困難区域等（大熊町の一部、双
葉町の一部及び富岡町の一部）令和4年度に指
定が解除された旧特定復興再生拠点区域（葛尾
村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪
江町の一部）及び令和5年度に指定が解除され
た旧特定復興再生拠点区域（富岡町の一部及び
飯舘村の一部）） の住民について、介護保険の
利用者負担や保険料の減免を行った保険者に対
する財政支援を1年間継続した。

なお、当該財政支援については、「「第2期復
興・創生期間」以降における東日本大震災から
の復興の基本方針」において、「避難指示解除
の状況も踏まえ、適切な周知期間を設けつつ、
激変緩和措置を講じながら、適切な見直しを行
う」こととされたところ、関係自治体の意見を
踏まえ、
・ 避難指示解除から10年程度で特例措置を終

了すること
・ 避難指示解除の時期にきめ細かく配慮し、対

象地域を分けて施行時期をずらすこと

・ 急激な負担増とならないよう、複数年かけて
段階的に見直すこと

といった方針に基づき、令和5年度以降順次見
直しを行っている。

また、避難指示区域等の解除に伴い、福祉・
介護サービスの提供体制を整えるため、介護施
設等への就労希望者に対する就職準備金の貸付
け、相双地域から福島県内外の養成施設に入学
する者への支援、全国の介護施設等からの応援
職員の確保に対する支援や、介護施設等の運営
に対する支援等を行った。

法テラスでは、震災により、経済的・精神的
に不安定な状況に陥っている被災者を支援する
ため、「法テラス災害ダイヤル」（フリーダイヤ
ル）や被災地出張所（令和3年度以降も存置と
なった岩手県・福島県の各1か所）等におい
て、生活再建に役立つ法制度等の情報提供業務
及び民事法律扶助業務を通じ、被災地や近隣住
民への法的サービスの提供を実施した。

また、出張所に来所することが困難な被災者
のために、車内で相談対応可能な自動車を利用
した巡回相談等も実施した。

（4）成年後見制度の利用促進
認知症高齢者等の財産管理や契約に関し本人

を支援する成年後見制度について周知を図った
（表2－2－8）。

成年後見制度は、認知症、知的障害その他の
精神上の障害があることにより、財産の管理又
は日常生活等に支障がある者を支える重要な手
段である。成年後見制度の利用促進に関する施
策を総合的・計画的に推進するため、「成年後
見制度の利用の促進に関する法律」（平成28年
法律第29号）に基づき、令和4年3月には「第
二期成年後見制度利用促進基本計画」を閣議決
定し、成年後見制度等の見直しに向けた検討、
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総合的な権利擁護支援策の充実、成年後見制度
の運用改善等、権利擁護支援の地域連携ネット
ワークづくりに取り組んだ。

5　研究開発・国際社会への貢献等

「研究開発・国際社会への貢献等」について
は、大綱において、次の方針を示している。

先進技術を生活の質の向上に活用するこ
とは、高齢者の豊かな生活につながるとと
もに、新たな技術に対する需要・消費を生
み出し、技術活用の好循環を生み出す。高
齢社会と技術革新がお互いに好影響を与え
る関係づくりを推進する。

科学技術の研究開発は、高齢化に伴う課
題の解決に大きく寄与するものであること
から、高齢者に特有の疾病及び健康増進に
関する調査研究、高齢者の利用に配慮した
福祉用具、生活用品、情報通信機器等の研
究開発等を推進するとともに、そのために必
要な基盤の整備を図る。また、高齢社会の

現状やニーズを適切に把握して施策の検討
に反映できるよう、ビッグデータ分析など、
データ等の活用についても環境整備を図る。

世界でも急速な高齢化に直面している国
が増加していることから、我が国の高齢社
会対策の知見や研究開発成果を国際社会に
発信し、各国がより良い高齢社会を作るこ
とに政府のみならず、学術面や産業面から
も貢献できるよう環境整備を行う。あわせ
て、高齢社会の課題を諸外国と共有し、連
携して取組を進める。

（1）先進技術の活用及び高齢者向け市場の活
性化

公的保険外の予防・健康管理サービス等の振
興及び社会実装に向け、需要・供給の両面から
検討し、取組を進めた。具体的には、企業・健
康保険組合等による健康経営の推進やヘルスケ
ア分野におけるPFS／SIBの活用促進等の需要
面の支援を行った。供給面では、個人の健康・
医療データ等（パーソナル・ヘルス・レコード

（以下「PHR」という。））を活用したサービス

表2－2－8 　成年後見制度の概要

○　制度の趣旨
本人の意思や自己決定の尊重、ノーマライゼーション等の理念と本人の保護の理念との調和を図りつつ、認知症等の精神上の

障害により判断能力が不十分な方々の権利を擁護する。

○　概要
法定後見制度と任意後見制度の2つがある。法定後見制度については、各人の多様な判断能力の程度に応じた制度とするため、

補助・保佐・後見の三類型に分かれている。

（1）法定後見制度（民法）
3類型 補助 保佐 後見

対象者 判断能力が不十分な方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が欠けているのが�
通常の状態の方

（2）任意後見制度（任意後見契約に関する法律）
本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容を公正証書によ

る契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う。

（3）成年後見登記制度（後見登記等に関する法律）
本人のプライバシー保護と取引の安全との調和を図る観点から、戸籍への記載に代わる公示方法として成年後見登記制度を

設けている。

資料：法務省
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